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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】検査におけるスループットを向上することがで
きる医用画像表示装置および医用画像管理システムを提
供する。
【解決手段】医用画像表示装置５は、医用画像撮像装置
１により被検体を撮像することで取得される少なくとも
１つの医用画像と、医用画像検像装置６により医用画像
に対する検像を実施中であることを示す第１進捗情報と
を取得する第１取得部と、取得された医用画像と第１進
捗情報とを記憶する記憶部と、医用画像に対する検像が
完了したことを示す第２進捗情報を取得する第２取得部
と、第２進捗情報に基づいて、記憶部に記憶された医用
画像に対する検像の進捗状況を検像中から検像完了に更
新する更新部と、を備える。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像撮像装置により被検体を撮像することで取得される少なくとも１つの医用画像
と、医用画像検像装置により前記医用画像に対する検像を実施中であることを示す第１進
捗情報とを取得する第１取得部と、
　前記取得された医用画像と第１進捗情報とを記憶する記憶部と、
　前記医用画像に対する検像が完了したことを示す第２進捗情報を取得する第２取得部と
、
　前記第２進捗情報に基づいて、前記記憶部に記憶された前記医用画像に対する検像の進
捗状況を検像中から検像完了に更新する更新部と、
　を具備する医用画像表示装置。
【請求項２】
　　前記第２進捗情報が取得された場合、前記検像の結果に応じて前記記憶された医用画
像に対して所定の処理を実行する処理部をさらに具備する請求項１記載の医用画像表示装
置。
【請求項３】
　前記処理部は、前記所定の処理として、前記検像結果が読影に適合であった場合、対応
する医用画像を表示し、前記検像結果が読影に不適合であった場合、対応する医用画像を
非表示にする請求項２記載の医用画像表示装置。
【請求項４】
　前記処理部は、前記所定の処理として、前記前記検像結果が読影に適合であった場合、
対応する医用画像に読影可能を示す第１付加情報を付加し、前記検像結果が読影に不適合
であった場合、対応する医用画像に読影不可能を示す第２付加情報を付する請求項２記載
の医用画像表示装置。
【請求項５】
　前記処理部は、前記所定の処理として、前記検像結果が読影に不適合であった場合、対
応する記憶された医用画像を削除する請求項２記載の医用画像表示装置。
【請求項６】
　前記検像結果に応じて前記記憶された医用画像を表示する表示部をさらに具備する請求
項４および５のいずれか一項記載の医用画像表示装置。
【請求項７】
　前記表示部は、前記検像結果として前記検像が実施された医用画像に対する読影に不適
合であると判定された場合、対応する医用画像に対する読影に不適合であることを示す第
２表示情報を表示する請求項６記載の医用画像表示装置。
【請求項８】
　前記表示部は、前記検像結果として前記検像が実施された医用画像に対する読影を実施
可能であると判定された場合、前記医用画像に対する読影を実施可能であることを示す第
１表示情報を表示する請求項７項記載の医用画像表示装置。
【請求項９】
　ネットワークを介して接続される医用画像処理装置と医用画像表示装置とを具備し、
　前記医用画像処理装置は、
　　医用画像撮像装置により被検体を撮像することで取得される少なくとも１つの医用画
像に対する検像を実施する検像部と、
　　前記医用画像を前記検像部により検像中であることを示す第１進捗情報とともに前記
医用画像表示装置へ転送し、前記検像が完了した場合に前記検像が完了したことを示す第
２進捗情報を前記医用画像表示装置へ転送する転送部と、
　を備え、
　前記医用画像表示装置は、
　　前記転送された医用画像と、前記第１進捗情報とを取得する第１取得部と、
　　前記取得された医用画像と第１進捗情報とを記憶する記憶部と、
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　　前記第２進捗情報を取得する第２取得部と、
　　前記第２進捗情報に基づいて、前記記憶部に記憶された前記医用画像に対する検像の
進捗状況を検像中から検像完了に更新する更新部と、
　を備える医用画像管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医用画像表示装置および医用画像管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、医用画像撮影装置で実施される医用撮像により取得された医用画像は、当該医
用画像撮影装置に対応して、あるいは別体で設置される医用画像処理装置等のコンピュー
タにおいて、読影に利用できるものかを確認する。この確認作業は検像と呼ばれ、別体で
設置される医用画像処理装置は検像装置と呼ばれることもある。医用画像に対する検像後
、検像を実施した医用画像が医用画像表示装置や読影を実施する読影装置等のコンピュー
タへ転送される。転送された医用画像に対する読影は、読影医により実施される。すなわ
ち、読影医は、検像時間、検像後の画像送信時間、およびアプリケーションで利用可能と
するための処理を含めて待機する必要がある。さらに、検像完了から読影までの医用画像
の転送過程において、表示ウインドウ幅/レベルやＧＳＰＳ（Gray-Scale Presentation S
tatement）調整等の表示条件調整、診断に不要な領域の指定および削除が行われることも
あるため、検査効率が悪化する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３３３８８９号公報
【特許文献２】特開２０１５－１２８４７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本実施形態の目的は、検査におけるスループットを向上することができる医用画像表示
装置および医用画像管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態によれば、医用画像表示装置は、医用画像撮像装置により被検体を撮像するこ
とで取得される少なくとも１つの医用画像と、医用画像検像装置により前記医用画像に対
する検像を実施中であることを示す第１進捗情報とを取得する第１取得部と、前記取得さ
れた医用画像と第１進捗情報とを記憶する記憶部と、前記医用画像に対する検像が完了し
たことを示す第２進捗情報を取得する第２取得部と、前記第２進捗情報に基づいて、前記
記憶部に記憶された前記医用画像に対する検像の進捗状況を検像中から検像完了に更新す
る更新部と、を具備する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、実施形態に係る医用画像管理システムを示す図である。
【図２】図２は、実施形態に係るＸ線ＣＴ装置および読影装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図３】図３は、実施形態に係る医用画像管理システムにおけるＣＴ画像取得から読影レ
ポート作成までの流れを示すフローチャートである。
【図４】図４は、図２に示す表示回路に表示される検像実施画面の一例を示す図である。
【図５】図５は、読影装置制御回路による画像表示設定後、表示回路に表示されるＣＴ画
像の表示例を示す図である。
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【図６】図６は、変形例１におけるＣＴ画像取得から読影レポート作成までの流れを示す
フローチャートである。
【図７】図７は、変形例２におけるＣＴ画像取得から読影レポート作成までの流れを示す
フローチャートである。
【図８】図８は、変形例３における実施形態に係る医用画像管理システムを示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、実施形態に係る医用画像管理システムについて、図面を参照して説明する。
【０００８】
　図１は、実施形態に係る医用画像管理システムを示す図である。図１に示す医用画像管
理システムは、医用画像診断装置１と、医用画像表示装置５とにより構成される。例えば
、本実施形態に係る医用画像診断装置１は、被検体Ｓに対して医用撮像を実行し、被検体
Ｓに関する医用画像を生成する。また、本実施形態に係る医用画像表示装置５は、医用画
像を読影等のために表示する。
【０００９】
　なお、医用画像診断装置１は、医用画像を生成可能なモダリティであれば何でもよい。
例えば、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴イメージング装置（ＭＲＩ：Magnetic Resonance Imagi
ng）、Ｘ線診断装置、核医学診断装置、および超音波診断装置である。以降、実施形態で
は、医用画像診断装置１として、Ｘ線ＣＴ装置１について記載する。また、医用画像表示
装置５は、医用画像診断装置１に接続されたコンピュータであれば何でもよい。例えば、
パーソナルコンピュータ、サーバ、ワークステーションである。パーソナルコンピュータ
であれば、読影装置等である。以降、実施形態では、医用画像表示装置５として、読影装
置５について記載する。Ｘ線ＣＴ装置１および読影装置５は、ネットワークＮＷを介して
互いに接続されており、Ｘ線ＣＴ装置１において生成されたボリュームデータを構成する
ＣＴ画像を読影装置５へ転送し、読影装置５において当該ＣＴ画像による読影を実施する
。
【００１０】
　ここで、実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１および読影装置５の構成について詳しく説明す
る。図２は、実施形態に係るＸ線ＣＴ装置１および読影装置５の構成を示すブロック図で
ある。まず、Ｘ線ＣＴ装置１について説明する。
【００１１】
　図２に示すように、Ｘ線ＣＴ装置１は、架台２、ＣＴ用寝台３およびＣＴコンソール４
を備える。架台２は、スリップリング（slip ring）２１、管電圧発生装置２２、Ｘ線管
２３、Ｘ線検出器２４、データ収集回路（ＤＡＳ：Data Acquisition System）２５、非
接触データ伝送装置２６、架台制御回路２７および回転駆動装置（電動機）２８を有する
。回転リング２９の開口部には、被検体Ｓを載置可能な天板３１が挿入される。天板３１
は、回転リング２９の中心軸に沿って移動可能にＣＴ用寝台３に支持される。ここで、天
板３１に載置された被検体Ｓの体軸が回転リング２９の中心軸に一致するよう、天板３１
が位置決めされる。
【００１２】
　管電圧発生装置２２は、架台制御回路２７を介したＣＴコンソール４による制御の下で
、Ｘ線管２３に印加する管電圧と、Ｘ線管２３に供給する管電流（フィラメント電流（Fi
lament current））とを発生する。Ｘ線管２３は、スリップリング２１を介して、管電圧
発生装置２２からの管電圧の印加および管電流の供給を受け、Ｘ線の焦点から天板３１に
載置された被検体ＳへＸ線を放射する。Ｘ線検出器２４は、回転リング２９の回転軸を挟
んでＸ線管２３に対峙する位置に取り付けられる。Ｘ線検出器２４は、Ｘ線を検出する複
数の検出素子を有する。当該複数の検出素子は、チャンネル方向および列方向に関して二
次元状に配列される。Ｘ線検出器２４の出力側には、ＤＡＳ２５が接続される。
【００１３】
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　ＤＡＳ２５は、Ｘ線検出器２４の各素子の電流信号を電圧に変換するＩＶ変換器と、こ
の電圧信号をＸ線の曝射周期に同期して周期的に積分する積分器と、この積分器の出力信
号を増幅するアンプと、このアンプの出力信号をディジタル信号変換するアナログ・ディ
ジタル・コンバータとを有する。ＤＡＳ２５は、出力したデータ（生データ（raw data）
）を、磁気送受信又は光送受信を用いた非接触データ伝送装置２６を経由して、ＣＴコン
ソール４へ伝送する。
【００１４】
　架台制御回路２７は、ハードウェア資源として、ＣＰＵ（Central Processing Unit）
やＭＰＵ（Micro Processing Unit）等のプロセッサと、ＲＯＭ（Read Only Memory）や
ＲＡＭ（Random Access Memory）等のメモリとを含む。架台制御回路２７のプロセッサは
、ＣＴコンソール４から出力される制御信号に応じて、架台２内に設けられる各構成の動
作を統括的に制御する。また、架台制御回路２７のプロセッサは、ＣＴ用寝台３に設けら
れる各構成の動作を制御する。
【００１５】
　具体的には、架台制御回路２７は、所定のスキャンシーケンスに従って撮影を行うよう
に、管電圧発生装置２２からスリップリング２１への電力供給を制御する。また、架台制
御回路２７は、回転駆動装置２８を制御することで、回転リング２９を回転させる。架台
制御回路２７は、架台制御回路２７を介して寝台駆動装置３２を制御することで天板３１
を移動させる。天板３１の移動により天板３１に載置された被検体Ｓが体軸方向に沿って
移動される。
【００１６】
　ＣＴ用寝台３は、被検体Ｓを載置する天板３１および寝台駆動装置３２を有する。寝台
駆動装置３２は、架台制御回路２７を介したＣＴコンソール４による制御、または架台制
御回路２７による制御の下で、天板３１を移動する。例えば、寝台駆動装置３２は、天板
３１に載置された被検体Ｓの体軸が回転リング２９の中心軸に一致するよう、天板３１を
被検体Ｓに対して直交方向に移動する。また、寝台駆動装置３２は、架台２を用いて実行
されるＸ線ＣＴ撮影に応じて、天板３１を被検体Ｓの体軸方向に沿って移動する。
【００１７】
　ＣＴコンソール４は、前処理回路４１、再構成回路４２、入力インターフェース（Ｉ／
Ｆ）回路４３、通信インターフェース（Ｉ／Ｆ）回路４４、表示回路４５、記憶回路４６
およびＣＴ装置制御回路４７を備える。
【００１８】
　前処理回路４１は、非接触データ伝送装置２６から出力された生データに対して前処理
を施す。前処理には、例えば、生データに対する対数変換処理、チャンネル間の感度不均
一補正処理、Ｘ線強吸収体、主に金属部による極端な信号強度の低下または、信号脱落を
補正する処理等が含まれる。前処理回路４１は、前処理を施した再構成処理直前のデータ
（投影データと称される。）を、再構成回路４２および記憶回路４６へ伝送する。
【００１９】
　再構成回路４２は、メモリと所定のプロセッサによって実現される。再構成回路４２は
、例えば、前処理回路４１から伝送された投影データセットに基づいて、略円柱形のボリ
ュームデータを再構成する。当該ボリュームデータは、スライス方向に配列された複数の
スライスに関する複数のＣＴ画像により構成される。再構成回路４２は、再構成されたボ
リュームデータを記憶回路４６へ伝送する。また、再構成回路４２は、上記投影データセ
ットから二次元ＣＴ画像（断層画像、以降、単にＣＴ画像と記載）を再構成する。再構成
回路４２は、再構成されたＣＴ画像を記憶回路４６へ伝送する。
【００２０】
　入力インターフェース回路４３は、トラックボール、スイッチボタン、マウス、キーボ
ード、操作面へ触れることで入力操作を行うタッチパッド、および表示画面とタッチパッ
ドとが一体化されたタッチパネルディスプレイ等によって実現される。入力インターフェ
ース回路４３は、操作者から受け取った入力操作を電気信号へ変換しＣＴ装置制御回路４
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７へ出力する。なお、本実施形態において、入力インターフェース回路４３は、トラック
ボール、スイッチボタン、マウス、キーボード等の物理的な操作部品を備えるものだけに
限られない。例えば、装置とは別体に設けられた外部の入力機器から入力操作に対応する
電気信号を受け取り、この電気信号をＣＴ装置制御回路４７へ出力する電気信号の処理回
路も入力インターフェース回路４３の例に含まれる。通信インターフェース回路４４は、
有線あるいは無線にて当該読影装置５と通信する。
【００２１】
　表示回路４５は、ＣＴ装置制御回路４７による制御に従い種々のデータおよび上記ＣＴ
画像および上記三次元画像等を表示する。具体的には、表示回路４５は、表示インターフ
ェース回路と表示機器とを有する。表示インターフェース回路は、表示対象を表すデータ
をビデオ信号に変換する。表示信号は、表示機器に供給される。表示機器は、表示対象を
表すビデオ信号を表示する。例えば、表示回路４５は、ＣＴコンソール４における読影等
においてＣＴ画像を閲覧する閲覧者から入力インターフェース回路４３を介して入力され
た入力指示に従い、記憶回路４６に記憶されたＣＴ画像を表示する。表示機器としては、
例えば、ＣＲＴディスプレイ（Cathode Ray Tube Display）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ
：Liquid Crystal Display）、有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ：Organic Electro Lumi
nescence Display）、プラズマディスプレイまたは当技術分野で知られている他の任意の
ディスプレイが適宜利用可能である。
【００２２】
　記憶回路４６は、比較的大容量のデータを記憶可能なＨＤＤ（Hard Disk Drive）およ
びＳＳＤ（Solid State Drive）等である。例えば、記憶回路４６は、再構成回路４２に
より再構成されたボリュームデータおよびＣＴ画像を記憶する。なお、記憶回路４６は、
ＨＤＤ等の磁気ディスク以外にも、光磁気ディスクやＣＤ（Compact Disc）、ＤＶＤ（Di
gital Versatile Disc）等の光ディスクを利用してもよい。また、記憶回路４６の保存領
域は、Ｘ線ＣＴ装置１内にあってもよいし、ネットワークＮＷで接続された外部記憶装置
内にあってもよい。また、記憶回路４６は、本実施形態に係る検像プログラムを記憶する
。
【００２３】
　ＣＴ装置制御回路４７は、ハードウェア資源として、ＣＰＵ（Central Processing Uni
t）やＭＰＵ（Micro Processing Unit）等のプロセッサと、ＲＯＭ（Read Only Memory）
やＲＡＭ（Random Access Memory）等のメモリとを含む。ＣＴ装置制御回路４７のメモリ
は、記憶回路４６から読み出された検像プログラムを一時的に記憶する。ＣＴ装置制御回
路４７のプロセッサは、メモリに記憶された検像プログラムを実行することにより、検像
機能４７１を実現する。検像機能４７１の実現により、ＣＴ装置制御回路４７は、記憶さ
れたＣＴ画像に対する検像を実施するための検像実施画面を表示回路４５に表示する。ま
た、ＣＴ装置制御回路４７は、記憶回路４６に記憶されたＣＴ画像を通信インターフェー
ス回路４４を介して読影装置５へ転送する。このとき、ＣＴ装置制御回路４７は、各ＣＴ
画像に対する検像の進捗のステータスを示す検像進捗情報を付帯する。例えば、スタディ
ーコメントに検像中であることを追加する、検像中とテキストアノテーションを追加する
、またはプライベートタグに検像中であることを示すフラグを追加することで、ＣＴ画像
に検像進捗情報を付帯する。
【００２４】
　次に、本実施形態に係る読影装置５について説明する。図２に示す読影装置５は、入力
インターフェース（Ｉ／Ｆ）回路５１、通信インターフェース（Ｉ／Ｆ）回路５２、表示
回路５３、記憶回路５４および読影装置制御回路５５を備える。
【００２５】
　入力インターフェース回路５１は、トラックボール、スイッチボタン、マウス、キーボ
ード、操作面へ触れることで入力操作を行うタッチパッド、および表示画面とタッチパッ
ドとが一体化されたタッチパネルディスプレイ等によって実現される。入力インターフェ
ース回路５１は、操作者から受け取った入力操作を電気信号へ変換し読影装置制御回路５
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５へ出力する。なお、本実施形態において、入力インターフェース回路５１は、トラック
ボール、スイッチボタン、マウス、キーボード等の物理的な操作部品を備えるものだけに
限られない。例えば、装置とは別体に設けられた外部の入力機器から入力操作に対応する
電気信号を受け取り、この電気信号を読影装置制御回路５５へ出力する電気信号の処理回
路も入力インターフェース回路５１の例に含まれる。通信インターフェース回路５２は、
有線あるいは無線にて当該ＣＴコンソール４と通信する。
【００２６】
　表示回路５３は、読影装置制御回路５５による制御に従い種々のデータおよび上記転送
されたＣＴ画像等を表示する。具体的には、表示回路５３は、表示インターフェース回路
と表示機器とを有する。表示インターフェース回路は、表示対象を表すデータをビデオ信
号に変換する。表示信号は、表示機器に供給される。表示機器は、表示対象を表すビデオ
信号を表示する。例えば、表示回路５３は、読影装置５における読影等においてＣＴ画像
を閲覧する閲覧者から入力インターフェース回路５１を介して入力された入力指示に従い
、記憶回路５４に記憶されたＣＴ画像を表示する。表示機器としては、例えば、ＣＲＴデ
ィスプレイ（Cathode Ray Tube Display）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal
 Display）、有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ：Organic Electro Luminescence Display
）、プラズマディスプレイまたは当技術分野で知られている他の任意のディスプレイが適
宜利用可能である。
【００２７】
　記憶回路５４は、比較的大容量のデータを記憶可能なＨＤＤおよびＳＳＤ等である。例
えば、記憶回路５４は、ＣＴコンソール４から転送されたＣＴ画像を記憶する。なお、記
憶回路５４は、ＨＤＤ等の磁気ディスク以外にも、光磁気ディスクやＣＤ、ＤＶＤ等の光
ディスクを利用してもよい。また、記憶回路５４の保存領域は、ネットワークＮＷで接続
された外部記憶装置内にあってもよい。また、記憶回路５４は、本実施形態に係る更新プ
ログラム、表示設定プログラム、読影プログラムを記憶する。
【００２８】
　読影装置制御回路５５は、ハードウェア資源として、ＣＰＵやＭＰＵ等のプロセッサと
、ＲＯＭやＲＡＭ等のメモリとを含む。読影装置制御回路５５のメモリは、記憶回路５４
から読み出された更新プログラムを一時的に記憶する。読影装置制御回路５５のプロセッ
サは、メモリに記憶された更新プログラムを実行することにより、更新機能５５１を実現
する。更新機能５５１の実現により、読影装置制御回路５５は、ＣＴコンソール４におけ
る医用画像に対する検像の進捗状況に応じて、記憶回路５４に記憶された検像進捗情報を
更新する。読影装置制御回路５５のメモリは、記憶回路５４から読み出された画像復元プ
ログラムを一時的に記憶する。読影装置制御回路５５のプロセッサは、メモリに記憶され
た画像復元プログラムを実行することにより、画像表示設定機能５５２を実現する。画像
表示設定機能５５２の実現により、読影装置制御回路５５は、ＣＴコンソール４における
検像結果に基づく読影の可否に応じて、上記ＣＴコンソール４から転送されたＣＴ画像に
対して所定の処理を実行する。読影装置制御回路５５のメモリは、記憶回路５４から読み
出された読影プログラムを一時的に記憶する。読影装置制御回路５５のプロセッサは、メ
モリに記憶された読影プログラムを実行することにより、読影機能５５３を実現する。読
影機能５５３の実現により、読影装置制御回路５５は、転送されたＣＴ画像の読影を実行
する。
【００２９】
　ここで、実施形態に係る医用画像管理システムにおけるＣＴ画像の取得から読影レポー
トの作成までの流れについて、詳しく説明する。
【００３０】
　（通常のワークフロー）
　図３は、実施形態に係る医用画像管理システムにおけるＣＴ画像取得から読影レポート
作成までの流れを示すフローチャートである。図３では、本実施形態における通常の流れ
について記載する。
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【００３１】
　図３に示すように、ステップＳａ１において、ＣＴコンソール４のＣＴ装置制御回路４
７は、記憶回路４６に記憶されたＣＴ画像を取得する。ステップＳａ２において、ＣＴ装
置制御回路４７は、検像開始前に、当該ＣＴ画像とＣＴ画像に対応する検像の進捗状況と
を読影装置５へ転送する。ステップＳａ２において、ＣＴ装置制御回路４７は、当該検像
の進捗状況を示す検像進捗情報として、「検像進捗情報（未検像）」を転送する。ステッ
プＳａ３において、例えば、臨床アプリケーションにより、転送されたＣＴ画像に対して
所定の処理を実施し、読影装置５で取り扱いが可能な形式に変換する。ここで、ＣＴ画像
から必要に応じて、読影装置５における読影に使用する処理画像を生成してもよい。
【００３２】
　ステップＳａ４において、記憶回路５４は、上記処理画像と転送されたＣＴ画像と検像
進捗情報（未検像）とを記憶する。当該ＣＴ画像の転送と並行して、ステップＳａ５にお
いて、ＣＴ装置制御回路４７は、検像機能４７１として、検像実施画面を表示回路４５に
表示する。ステップＳａ６において、検像を実施する放射線技師等により入力インターフ
ェース回路４３を介して検像実施画面を操作し、ＣＴコンソール４のユーザ（例えば、放
射線技師）によるＣＴ画像に対する検像を開始する。当該検像には、表示ウインドウ幅/
レベルやＧＳＰＳ調整等の表示条件調整、診断に不要な領域の指定および削除が含まれる
。図４は、図２に示す表示回路４５に表示される検像実施画面の一例を示す図である。図
４に示すように、表示回路４５は、表示画面Ｄ１に表示領域Ａ１と表示領域Ａ２とを設け
る。表示領域Ａ１には、当該ＣＴ画像に対する検像の進捗状況が表示されている。例えば
、撮影されたシリーズのＣＴ画像に付帯されたシリーズＩＤ、撮影部位あるいは医用撮像
の種類等、画像に付帯されるプロトコル（ＨｅａｄやＡＮＧＩＯ）、検像の進捗状況（読
影ＮＧ、未検像、読影ＯＫ）が表示される。表示領域Ａ２には、カーソルＣのよる選択で
選択枠Ｆにより囲われたシリーズＩＤに対応するシリーズのＣＴ画像が表示される。例え
ば、図４に示すように、カーソルＣにより選択された「シリーズＩＤ：４０００」に対応
するシリーズのＣＴ画像Ｉｍｇ４０００－１，Ｉｍｇ４０００－２，…が表示される。な
お、図４に示す表示画面Ｄ１は一例であり、実施形態は図４に示す表示画面に限定されな
い。例えば、「送信、送信取り消し」ボタンを表示、あるいは「送信」ボタンのみを表示
して、押下せずに検像を終了した場合、操作の取り消しをＣＴ装置制御回路４７に送信す
るようにしてもよい。検像開始後、ＣＴ装置制御回路４７は、現在の検像進捗情報を読影
装置５へ転送する。
【００３３】
　ステップＳａ６において、ＣＴ装置制御回路４７は、現在の検像進捗情報として、「検
像進捗情報（検像中）」を転送する。ステップＳａ７において、読影装置制御回路５５は
、更新機能５５１として、ＣＴコンソール４から転送された検像進捗情報（検像中）に基
づいて、記憶回路５４に記憶された検像進捗情報を「未検像」から「検像中」に更新する
。ステップＳａ８において、ＣＴコンソール４における検像が完了した場合、ＣＴ装置制
御回路４７は、現在の検像進捗情報と検像結果とを読影装置５へ転送する。例えば、ステ
ップＳａ８において、ＣＴ装置制御回路４７は、当該検像進捗情報として、「検像完了」
を転送する。また、ＣＴ装置制御回路４７は、当該検像結果として、「読影に適合」、ま
たは「読影に不適合」を、検像結果に対応するＣＴ画像に付されたＵＩＤ（Unique IDent
ifier）と関連付けて転送する。
【００３４】
　ステップＳａ９において、読影装置制御回路５５は、更新機能５５１として、ＣＴコン
ソール４から転送された検像進捗情報（検像完了）に基づいて、記憶回路５４に記憶され
た検像進捗情報を「検像中」から「検像完了」に更新する。ステップＳａ１０において、
読影装置制御回路５５は、記憶回路５４に記憶された検像進捗情報が「検像中」から「検
像完了」に更新されたことを受け、画像表示設定機能５５２として、転送された検像結果
に基づいて、記憶回路５４に記憶されたＣＴ画像に対して画像表示設定を実行する。例え
ば、読影装置制御回路５５は、転送された検像結果（読影に適合）とＵＩＤとに基づいて
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、ＣＴコンソール４において「読影に適合する」と判定された画像を特定する。「読影に
適合する」と判定された画像は、表示回路５３に表示する、または読影に適合することを
示す第１表示情報（マーク）と共に表示回路５３に表示する。また、読影装置制御回路５
５は、転送された検像結果（読影に不適合）とＵＩＤとに基づいて、「読影に不適合」と
判定された画像を特定する。「読影に不適合」と判定された画像は、表示回路５３に非表
示とする、読影に不適合であることを示す第２表示情報（マーク）と共に表示回路５３に
表示する、または記憶回路５４から削除する。なお、検像結果に対応するマークを表示す
る場合、記憶回路５４に予め検像結果に対応するマークを記憶し、画像表示設定を実行す
る画像ごとに対応するマークを記憶回路５４から読み出して画像に付帯させる。
【００３５】
　図５は、読影装置制御回路５５による画像表示設定後、表示回路５３に表示されるＣＴ
画像の表示例を示す図である。図５に示すように、表示回路５３は、表示画面Ｄ２におい
て、ＣＴコンソール４から転送されたＣＴ画像Ｉｍｇ１～Ｉｍｇｎと、読影装置５におけ
る臨床アプリケーションによりＣＴ画像から生成された処理画像Ｉｍｇ１－２～Ｉｍｇｎ
－２とを表示する。ＣＴ画像Ｉｍｇ１～Ｉｍｇｎには、ＵＩＤ１～ｎがそれぞれ付される
。処理画像Ｉｍｇ１－２～Ｉｍｇｎ－２には、ＵＩＤ１－２～ｎー２がそれぞれ付される
。例えば、図５に示すように、ＵＩＤ１のＣＴ画像Ｉｍｇ１がＣＴコンソール４において
読影に不適合であると判定された場合、読影装置制御回路５５は、転送された検像結果（
読影に不適合）とＵＩＤとに基づいて、ＵＩＤ１のＣＴ画像Ｉｍｇ１を特定する。さらに
読影装置制御回路５５は、読影不適合マークを記憶回路５４から読み出す。読影装置制御
回路５５は、読み出した読影不適合マークをＵＩＤ１のＣＴ画像Ｉｍｇ１に付加して表示
し、カーソルＣにより選択不可とする。読影装置制御回路５５は、当該読影に不適合なＣ
Ｔ画像から生成されたＵＩＤ１－２の処理画像Ｉｍｇ１－２にも読影不適合マークを付加
して表示し、カーソルＣにより選択不可とする。また、読影装置制御回路５５は、ＵＩＤ
３のＣＴ画像Ｉｍｇ３も読影に不適合であると判定された場合、読影不適合マークを記憶
回路５４から読み出す。読影装置制御回路５５は、読み出した読影不適合マークを付加し
て表示し、カーソルＣにより選択不可とする。読影装置制御回路５５は、当該読影に不適
合なＣＴ画像Ｉｍｇ３から生成中であるＵＩＤ３－２の処理画像Ｉｍｇ３－２にも読影不
適合マークを付加して表示し、カーソルＣにより選択不可とする。また、読影装置制御回
路５５におけるＵＩＤ３－２の処理画像Ｉｍｇ３－２の生成を中止する。
【００３６】
　ステップＳａ１１からステップＳａ１４において、読影装置制御回路５５は、読影機能
５５３として、読影実施画面を表示する。読影医は、当該読影実施画面を入力インターフ
ェース回路５１により操作して読影を実施する対象のＣＴ画像を「読影に適合」と判定さ
れたＣＴ画像の中から選択し、選択されたＣＴ画像の読影を開始する。読影完了後、読影
装置５において読影医により読影レポートを作成する。
【００３７】
　上記構成によれば、実施形態に係る医用画像管理システムは、撮像完了後に実施される
検像の完了を待たず、全ての画像を読影装置５へ転送する。また、読影装置５において読
影を実施可能とするための臨床アプリケーションによる処理を開始する。不要な画像を参
照したり、保存したりすることを避けるため、転送時に検像中である旨を示す検像進捗情
報を付与し、検像後、当該検像進捗情報をＣＴコンソール４から転送される検像進捗情報
に基づいて更新する。読影装置５のユーザは、検像進捗情報の更新を契機として表示設定
される画像により、読影開始・読影継続可能かを判断することができる。
【００３８】
　これにより、不要な読影や不要な画像保存を回避しながら、医用撮像から画像転送・読
影医による活用までの時間を短縮することができる。
【００３９】
　（変形例１）
　上記実施形態において、検像完了後に読影を実施しているが、本実施形態はこれに限定
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されない。本実施形態に係る医用画像管理システムでは、図６に示すように、検像中に読
影を開始し、検像結果を読影後の画像に反映するようにしてもよい。ここで、図３と重複
する部分については必要に応じて記載する。
【００４０】
　図６に示すように、ステップＳｂ６において、ＣＴ装置制御回路４７は、検像開始後、
検像進捗情報（検像中）を読影装置５へ転送する。ステップＳｂ７において、読影装置制
御回路５５は、更新機能５５１として、ＣＴコンソール４から転送された検像進捗情報（
検像中）に基づいて、記憶回路５４に記憶された検像進捗情報を「未検像」から「検像中
」に更新する。ステップＳｂ８～ステップＳｂ１０において、読影装置制御回路５５は、
読影機能５５３として、読影実施画面を表示する。読影医は、当該読影実施画面を入力イ
ンターフェース回路５１により操作して読影を実施する対象のＣＴ画像を選択し、選択さ
れたＣＴ画像の読影を開始する。
【００４１】
　ステップＳｂ１１において、ＣＴ装置制御回路４７は、検像完了後、現在の検像進捗情
報（検像完了）と検像結果とを読影装置５へ転送する。ステップＳｂ１２において、読影
装置制御回路５５は、更新機能５５１として、ＣＴコンソール４から転送された検像進捗
情報（検像完了）に基づいて、記憶回路５４に記憶された検像進捗情報を「検像中」から
「検像完了」に更新する。ステップＳｂ１３において、読影装置制御回路５５は、画像表
示設定機能５５２として、検像進捗情報が「検像中」から「検像完了」に更新されたこと
を受け、画像表示設定機能５５２として、転送された検像結果に応じて、記憶回路５４に
記憶されたＣＴ画像に対して画像表示設定を実行する。
【００４２】
　これにより、読影完了後であっても後追いで検像結果を反映し、読影に適合するＣＴ画
像あるいは対応する処理画像を表示し、読影に不適合なＣＴ画像あるいは対応する処理画
像を非表示とすることができる。
　なお、上記実施形態において、図６に示すように、検像進捗情報（検像完了）と検像結
果とが読影完了後にＣＴコンソール４から読影装置５へ転送されるが、本実施形態はこれ
に限定されない。例えば、検像進捗情報（検像完了）と検像結果とが読影開始から読影完
了までの間にＣＴコンソール４から読影装置５に転送されてもよい。
【００４３】
　ここで、上記検像結果の反映は、メタ情報の更新、臨床アプリケーション再処理等、自
動でも手動でもよい。また、臨床アプリケーション再処理を回避するため、操作を限定し
てもよい。例えば、読影に不適合な画像の参照のみを可能として、検像中の画像を基に生
成した画像の保存や読影レポートの作成を禁止してもよい。
【００４４】
　（変形例２）
　上記実施形態において、ＣＴコンソール４において検像を実施しているが、本実施形態
はこれに限定されない。本実施形態に係る医用画像管理システムでは、図７に示すように
、ＣＴコンソール４における検像に時間がかかり、すぐに読影を実施できない場合、当該
検像を読影装置５で実施するようにしてもよい。ここで、図３および６と重複する部分に
ついては必要に応じて記載する。
【００４５】
　図７に示すように、ステップＳｃ６において、ＣＴ装置制御回路４７は、検像開始後、
検像進捗情報（検像中）を読影装置５に転送する。ステップＳｃ７において、読影装置制
御回路５５は、更新機能５５１として、転送された検像進捗情報（検像中）に基づいて、
記憶回路５４に記憶された検像進捗情報を「未検像」から「検像中」に更新する。その後
ＣＴコンソール４の故障や検像を実施する放射線技師の不在等で、一定時間が経過しても
検像進捗情報（検像中）および検像結果がＣＴコンソール４から読影装置５へ転送されな
い場合、ステップＳｃ８において、読影装置制御回路５５は、ＣＴコンソール４へ進捗状
況確認通知を転送する。ステップＳｃ９において、ＣＴ装置制御回路４７は、検像が停止
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していることを示す検像停止中通知を読影装置５へ転送する。ステップＳｃ１０において
、読影装置制御回路５５は、ＣＴコンソール４から転送された検像停止中通知を受け、読
影装置５のユーザ（例えば、読影医）に対して至急読影が必要かを確認する確認画面を表
示回路５３に表示する。ここで、入力インターフェース回路５１を介して読影装置５のユ
ーザにより至急読影が必要であると指示された場合、読影装置制御回路５５は、検像中止
通知をＣＴコンソール４へ転送する。ステップＳｃ１１において、ＣＴ装置制御回路４７
は、読影装置５から転送された検像中止通知を受け、現在実施している検像を中止する。
ステップＳｃ１２において、読影装置制御回路５５は、に転送されたＣＴ画像に対する検
像を実施する。
【００４６】
　これにより、ＣＴコンソール４における検像に時間がかかり、すぐに読影を実施できな
い場合であっても、読影装置５において検像を実施し、読影に適合するＣＴ画像、または
読影に不適合なＣＴ画像を判定することができる。
【００４７】
　（変形例３）
　上記実施形態では、Ｘ線ＣＴ装置１に備えられるＣＴコンソール４において検像を実施
し、さらに読影装置５へ直接画像を転送しているが、本実施形態はこれに限定されない。
本実施形態に係る医用画像管理システムでは、図８に示すように、別体で検像を実施する
検像装置６と、医用画像を管理する医用画像管理装置７とを設けてもよい。医用画像管理
装置７は、ＰＡＣＳ（医用画像管理システム：Picture Archiving and Communication Sy
stem）を構成するサーバである。例えば、医用画像診断装置１で取得された医用画像を検
像装置６に転送し、検像装置６において検像を実施してもよい。また、医用画像診断装置
１で取得された医用画像を医用画像管理装置７で保管し、読影を実施するごとに医用画像
表示装置５により読出してもよい。
【００４８】
　（総括）
　上記の説明の通り、本実施形態に係る医用画像管理システムにおいて、読影装置５は、
医用画像撮像装置により被検体を撮像することで取得される少なくとも１つの医用画像と
、ＣＴコンソール４において上記医用画像に対する検像を実施中であることを示す検像進
捗情報（検像中）とを取得する。読影装置５は、医用画像に対する検像が完了したことを
示す検像進捗情報（検像完了）を取得する。読影装置５は、検像進捗情報（検像完了）が
取得された場合、医用画像に対する検像の進捗状況を検像中から検像完了に更新する。
【００４９】
　上記の構成により、本実施形態に係る医用画像管理システムは、ＣＴコンソール４にお
ける医用画像に対する検像と、読影装置５における臨床アプリケーションによる処理とを
並列に実行し、検像完了後にすぐ読影を実施することができる。
【００５０】
　かくして、本実施形態に係る医用画像管理システムは、検査におけるスループットを向
上することができる。
【００５１】
　また、上記説明において用いた「所定のプロセッサ」という文言は、例えば、専用又は
汎用のprocessor、circuit(circuitry)、processing circuit(circuitry)、operation ci
rcuit(circuitry)、arithmetic circuit(circuitry)、あるいは、特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ：Application Specific Integrated Circuit）、プログラマブル論理デバイ
ス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（ＳＰＬＤ：Simple Programmable Logic 
Device）、複合プログラマブル論理デバイス（ＣＰＬＤ：Complex Programmable Logic D
evice）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ：Field Programmable 
Gate Array）等を意味する。また、本実施形態の各構成要素（各処理部）は、単一のプロ
セッサに限らず、複数のプロセッサによって実現するようにしてもよい。さらに、複数の
構成要素（複数の処理部）を、単一のプロセッサによって実現するようにしてもよい。
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【００５２】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したものであり
、発明の範囲を限定することは意図していない。この新規な実施形態は、その他の様々な
形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き
換え、変更を行うことができる。この実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれ
るとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００５３】
　１…Ｘ線ＣＴ装置、２…架台、３…ＣＴ用寝台、４…ＣＴコンソール、５…画像サーバ
、２１…スリップリング（slip ring）、２２…管電圧発生装置、２３…Ｘ線管、２４…
Ｘ線検出器、２５…データ収集回路（ＤＡＳ：Data Acquisition System）、２６…非接
触データ伝送装置、２７…架台制御回路、２８…回転駆動装置（電動機）、２９…回転リ
ング、３１…天板、３２…寝台駆動装置、４１…前処理回路、４２…再構成回路、４３…
入力インターフェース（Ｉ／Ｆ）回路、４４…通信インターフェース（Ｉ／Ｆ）回路、４
５…表示回路、４６…記憶回路、４７…ＣＴ装置制御回路、５１…入力インターフェース
（Ｉ／Ｆ）回路、５２…通信インターフェース（Ｉ／Ｆ）回路、５３…表示回路、５４…
記憶回路、５５…読影装置制御回路、４７１…検像機能、５５１…更新機能、５５２…画
像表示設定機能、５５３…読影機能。

【図１】 【図２】
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